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減価償却の改正編

税制改正により、減価償却の計算方法の一つである、
「定率法」が変更になりました。
定率法とは、償却期間の初期に償却額が多いのが特徴です。
一方、他の償却方法である定額法は償却額が毎期一定額のため、
期毎に計上する減価償却額は両者で異なります。
従来の定率法の償却率は、いわゆる「250％償却」でした。
この250％とは、定額法の償却率に対して250％の償却率を意味します。
改正後は、定額法の償却率に対して200％、
つまり2倍の償却率に改正がされました。
これにより、初期に費用計上できる金額が少なくなります。

例えば、耐用年数10年の場合、定額法の償却率は0.100です。
従来の定率法の償却率は、0.100×250％の0.250でした。
これが改正後には、0.100×200％の0.200となります。
この償却率の改正は、原則として平成24年4月1日以後の取得分から
適用が開始されます。ただし、3月末決算法人以外は、
事業年度の途中から適用される償却率が異なることとなり、
実務上煩雑となります。
そのため、適用開始初年度（3月末決算法人以外の法人で
平成24年4月1日が含まれる事業年度）中の取得分は、
従来の250％償却率を用いて計算することができる経過措置が設けられています。
この経過措置の適用に関しては、何ら手続きを取る必要はありません。
節税の観点から考えると、ほとんどのお客様が
この経過措置を適用した方が有利かと思いますが、
どちらが自社にとって有利となるのかは申告にあわせ、
十分に検討する必要があるでしょう。

ご質問等不明な点がございましたら、
お気軽にご連絡いただければ幸いでございます。

メールマガジン編集担当　　沼辺　勇樹

┌――┐彡■雇用保険料率が変更になります
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平成24年の雇用保険料率が告示されました。
4月1日からの保険料率は以下です。

・一般の事業で1.35％
・農林水産・清酒製造の事業で1.55％
・建設の事業で1.65％

前年より0.2％減少となりました。
それに伴い、雇用保険に加入している労働者から
徴収する労働者負担分が以下のようになります。

・一般の事業で0.5％
・農林水産・清酒製造の事業で0.6％
・建設の事業で0.6％

それぞれ0.1％減少しています。
給与20万円と交通費1万円の従業員の場合、
21万円×0.6％＝1260円
の雇用保険料を徴収していましたが、4月以降は
21万円×0.6％＝1050円
が徴収額になります。

給与計算の際はご注意下さい。

ご不明な点がございましたら弊所担当者までいつでもご相談下さい。

┌――┐彡■米国企業視察ツアーの御案内
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先日メルマガ臨時号でもお伝え致しましたが、
下記視察ツアー及びセミナーを開催致します。
奮ってご参加下さい！

■最先端米国企業視察ツアー

弊事務所関与先であるテンファイブ株式会社様の
米国法人が主催されるビジネスツアーです。
世界各国から優秀な人材が集まり、最新のＩＴトレンドが渦巻く
アメリカ西海岸（サンフランシスコ）を視察します。
クラウドコンピューティングを導入・活用・提供している
米国企業等数か所を訪問予定です。

旅程　2012年6月18日（月）～23日（土）
※4泊6日

費用　約30万円（予定）
締切　定員に達し次第締め切りますのでお早めに！

以前、株式会社グレイスケール様の大連視察ツアーに参加させていただき、
行ってみないとわからないパワー感やスピード感を感じました。
当然すぐに海外進出する、という意思決定は難しいと思いますが、
海外でやるかやらないかは別として、
とにかく日本を出て、世界のスピード感などを体験することを
強くお勧めします！（弊所代表・高木）

お問い合わせは
ＴＥＬ：0120-86-9710



ＭＡＩＬ：rsv@10-5.jp
ＷＥＢ：https:www.facebook.com/TenFiveAmerica
担当・テンファイブ平川様まで！
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■会社が劇的に生まれ変わる！！
幹部育成＆やる気アップセミナー

・やる気充満企業の作り方
・後継者、経営幹部の育て方

という２本立てのプログラムでございます。
やる気に関する書籍を多数出版されている
ベンチャーマネジメント代表の小林英二様と、
豊富なコンサルティングと1000回を超えるセミナーの経験を持つ
株式会社人財育成サポートの野口剛様を講師に迎え、
「やる気を引き出すためには？」
「なぜ後継者や幹部が育たないのか？」
「優秀な後継者・幹部とはどのような人物か？」
など、会社が勝ち抜いていくための方法をお伝え致します。

日時：2012年4月27日金曜日　13時半～17時（懇親会17時半～）
参加費：5000円（懇親会込み）
場所：クロスコープ青山大会議室（東京メトロ銀座線外苑前駅徒歩2分）

参加対象者：経営者様・後継者様

主催：株式会社人財育成サポート
共催：株式会社インターフェース
共催：税理士法人九段会計事務所

経営者の皆様がもっともお悩みなのが実は人材育成だとよく聞きます。
幹部の成長が会社の成長と感じています。
しかし、現場を抱えながらの部下の指導、
経営者の意思の伝達等、業務が多い中でついつい視野が狭まり、
目先の業務に追われてしまい、
幹部という意識が薄いように感じられる経営者様も多いのではないのでしょうか。
そこで、是非社長様と幹部の方両方で参加していただき、
経営者の思いを幹部に伝え、
幹部がやる気を起こすためにはどうすればいいかを
学んでいただければと思います。（弊所代表・高木）

お問い合わせは03-6681-6447（株式会社人財育成サポート）
もしくは03-3222-5271（税理士法人九段会計事務所）
まで！是非ご参加下さい！
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他人と比較して、他人が自分より優れていたとしても
それは恥ではない。
しかし、去年の自分より今年の自分が優れていないのは
立派な恥だ。

-ラポック（探検家）



他人と比べてしまうのは世の常。
比べることで自分の立ち位置を把握するのも
また一つの方法です。
でも、過度に反応して落ち込んだり嫉妬したりするのは
ナンセンスかもしれません。物差しは一人ひとり違うのです。
ただし、過去の自分と比較したとき、
もし進歩していないのだとしたら、それは怠慢と言えるかもしれません。
測る物差しは同じなので、如実に表われます。

メールマガジン編集担当　　新井　良平
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只今、九段会計事務所では
中期(5ヵ年)経営計画立案セミナーを開催中です！
九段会計事務所の所員小林・新井が社長様に
丸一日密着し、御社の中期経営計画書の策定をお手伝いします！

●経営計画を立てる事により、
企業の進むべき道筋が明確になり、
社員の方々全員とビジョンを共有でき、
全社員一丸となって目標に向かって進む事が出来ます！

「今まで中々、経営計画までは手が回ってないな・・・」
「経営計画を立てようとは思っているけど・・・」
とお考えになられている経営者様は各担当者もしくは
担当小林まで是非ご連絡をいただければと思います！

経営計画担当　小林・新井

┌――┐彡■編集後記
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所内のデータや書類の整理のいい方法は無いかと模索し、
やはり諸先輩方から学ぶのがいいと思い、
大先輩に思い切って聞いてみました。
そうしましたら、快く教えていただきました。
それを元に整理してみたところ、
わかりやすく、すっきりと整理され、
個人の判断にゆだねることなく、
所内の品質が保たれたように思います。
教えていただいた先輩の先生には本当に感謝です！
この御恩返しができるよう、
さらにいいサービスを考え、ノウハウを蓄積して、いつか
有用な情報を提供できるよう頑張ります！

ノウハウの前に脂肪が蓄積されてしまったので、
脂肪は落とし、ノウハウと経験値を蓄積できるよう、
本当に頑張ります！

メールマガジン編集責任者　　矢合　真弓



―――――――――――――――――――――――――――――――――

☆広告

★ツイッターにてつぶやき中！
フォローミー！＠kudan-kaikei（フォロー返します☆）

★FaceBook始めました！
「税理士法人　九段会計事務所」で検索宜しくお願い致します！
「いいね！」ボタン押して下さい★

★募集！
現在九段会計では季節毎に季刊誌を発行しております。
その中でお客様を紹介するページを設けました。
御協力頂ける方・アピールしたい事がある方、
是非御一報下さい！所員が「インタビュー＆写真撮影」に伺います！！

★「正しい経営を推進する」新しいサービス「ＭＡＳ(マス)」。
次世代の会計事務所として新たな事業を始めていきます。
詳しくは所員までお尋ね下さい。

いつも九段会計事務所をご愛顧頂き誠にありがとうございます。

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは弊所顧問先様のほか、名刺交換させていただいた方も
対象に送りしております。
配信停止をご希望の方は、お手数ですが、下記までご連絡下さい。
info@kudan-tax.jp
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〒102-0074
東京都千代田区九段南４－３－１
滝ビル３Ｆ
TEL　　03-3222-5271
FAX　　03-3222-5270
URL　　http://www.kudan-tax.jp/
mail　   info@kudan-tax.jp
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